
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一日の計は朝にあり 

一年の計は春にあり 

一生の計は少壮の時にあり 
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時　間 事　　　業　　　名 会　　　場 参　加　者

3 木 19:30～ 令和６年度第10回役員会 市民プラザ中会議室 旧市P役員

7 月 19:00～ 令和6年度会計監査 市Ｐ協議会事務局 会長・監査・会計

24 木 19:30～ 新・旧役員会 市民プラザ大会議室 新旧市P役員

10 土 15:30～ 定期総会・懇親会 MRTmiccダイヤモンドホール 会長・校長・市教委

15 木 19:30～ 第１回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

31 土 13:30～ 県ＰＴＡ連合会 定期総会 宮崎観光ホテル 市P役員

5 木 19:30～ 第２回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

12 木 19:30～ 第１回ＰＴＡ会長会 市民プラザギャラリー 全会長

ブロック別活動 各ブロックで実施

3 木 19:00～ ブロック代表者会 市民プラザ大会議室 ブロック代表者

31 木 19:30～ 第３回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

22 金

23 土

4 木 19:00～ 第４回役員会 市民プラザ中会議室 市Ｐ役員

12 金 19:00～ ＰＴＡ会長研修会 市民プラザギャラリー 全会長

25 木 19:00～ 第１回役員選考委員会 市民プラザ中会議室 選考委員

2 木 19:00～ 第５回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

8 水 19:00～ 三者合同研修会 市民プラザギャラリー 会長・校長・市教委

22 水 19:00～ 中間監査 市Ｐ協議会事務局 監査・会計

18 土

19 日

13 木 19:00～ 第６回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

20 木 19:00～ 第２回役員選考委員会 市民プラザ中会議室 選考委員

6 土 午後 第67回県ＰＴＡ研究大会 都城市

18 木 19:00～ 第７回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

20 土 16:00～ 会員交流会（ボウリング大会） 宮崎エースレーン 会員

15 木 19:00～ 第３回役員選考委員会 市民プラザ中会議室 選考委員

22 木 19:00～ 第８回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

7 土 12:30～ 第５９回市ＰＴＡ研究大会 市民プラザオルブライトホール 会員

26 木 19:00～ 第９回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

19:00～ 第２回ＰＴＡ会長会 市民プラザギャラリー 全会長

20:30～ 第４回役員選考委員会 市民プラザ中会議室 選考委員

7

キャラバン隊

終日 日Ｐ研究大会石川大会
分科会：石川県内６市
全体会：金沢市

終日 九Ｐ研究大会福岡市大会
分科会：福岡市内４会場
全体会：マリンメッセ

12

9

10

11

8

3 5 木

1

2

令和７年度　事業報告

4

６月～１月

5

6

期　日

 １



収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

7年度予算額 7年度決算額 増　減 　　説　　　　　　　　　　　明

2,246,647 2,246,647 0 令和６年度一般会計からの繰越金

0 0 0

4,835,480 4,822,730 △ 12,750 170円×ＰＴＡ会員数(Ｐ戸数25,643戸、Ｔ会員数2,726名)

宮崎市から　補助金 1,067,000円

宮崎県Ｐから　助成金 823,000円

小・中総合保障制度還付金 502,800円　

預金利息  7,414円

※R6年度 年末調整還付金立替金分戻入(定額減税)  22,060円

9,519,000 9,491,651 △ 27,349

7年度予算額 7年度決算額 増　減 　　説　　　　　　　　　　　明

2,600,000 1,370,175 △ 1,229,825

250,000 73,500 △ 176,500 三者合同研修会

580,000 165,088 △ 414,912 市Ｐ大会費用

150,000 21,500 △ 128,500 ボウリング大会

200,000 44,426 △ 155,574 九Ｐ大会準備委員会交通費、R8年度分科会駐車場使用料

370,000 370,000 0 宮崎市Ｐから各校へ助成金

450,000 249,661 △ 200,339 各種会議時の施設使用料　ほか

600,000 446,000 △ 154,000 役員会・会長会等交通費　ほか

4,933,000 4,776,374 △ 156,626

3,928,000 3,808,000 △ 120,000 給与・賞与

265,000 259,200 △ 5,800 通勤手当、残業調整手当

740,000 709,174 △ 30,826

1,210,000 792,195 △ 417,805

100,000 99,770 △ 230 プロジェクター代

280,000 128,040 △ 151,960 事務用品　ほか

120,000 112,200 △ 7,800 コピー機リース料

180,000 101,110 △ 78,890 役員会・総会資料・その他研修会資料等

450,000 317,844 △ 132,156 電話料、インターネット料、ＨＰ管理費、振込手数料　ほか

80,000 33,231 △ 46,769 事務手数料、両替手数料　ほか

650,000 111,729 △ 538,271 九Ｐ研究大会

100,000 12,319 △ 87,681 表彰関係、退任役員記念品

6,000 0 △ 6,000

20,000 20,000 0 財政調整積立金へ(令和6年度災害見舞金分)

9,519,000 7,082,792 △ 2,436,208

9,491,651  円    総 　支　 出        7,082,792　円

2,408,859  円

通 信 費

予 備 費

総　　収　　入

残　　　　　額 　 令和８年度一般会計への繰越金　　2,408,859円

2

備 品 費

消 耗 品 費

合 計

印 刷 費

雑 費

派 遣 費

渉 外 費

△ 7,599

リ ー ス 料

報 酬

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

項　　　　　　目

事 業 費

研 修 委 員 会 費

市 Ｐ 大 会 運 営 費

会員交流委員会費

活 動 助 成 金

会 議 費

旅 費

人 件 費

諸 手 当

法 定 福 利 費

事 務 費

九 Ｐ 大 会 運 営 費

積 立 金

合 計

令和7年度 　  一般会計収支決算書

項　　　　　　目

繰 越 金

会 費

補 助 金 1,897,000 1,890,000 △ 7,000

繰 入 金

雑 収 入 539,873 532,274



収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

7年度予算額 7年度決算額 増　減   説                           明

2,982,782 2,982,782 0 令和６年度財政調整積立金からの繰越金

20,000 20,000 0 一般会計から繰入れ(令和6年度災害見舞金分）

1,300 5,039 3,739 預金利息

3,004,082 3,007,821 3,739

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

7年度予算額 7年度決算額 増　減    説                           明

0 0 0

0 0 0

3,007,821 円

0 円

3,007,821 円

3,007,821 円

繰 越 金

繰 入 金

雑 収 入

令和７年度　　財政調整積立金決算書

項　　　　　　目

項　　　　　　目

繰 出 金

合 計

総 収 入

総 支 出

残 額

令和８年度財政調整積立金への繰越金

合 計

3



令和7年度  監査報告

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 までの事業年度における、
事業実施状況並びに会計について綿密に監査した結果、計画に基づき事業

が展開されているとともに、会計についても、収支・帳簿 。領収書の整理

保管、預金通帳等適切かつ正確に処理されていることを認め、報告いたし

ます。

1.監 査  日 令和 8年 4月 7日 (火 )

2.監査実施場所    宮崎市PTA協議会事務局(宮崎市民プラザ内)

3.監 査 対 象
(1)令和七年度活動状況
(2)令和七年度会計

。 一般会計
● 財政調整積立金

会計監査委員 勘 午―′陰イ森

会計監査委員

会計監査委員

み4オ輻

狼及イ主奈t党⑬

4



役 職 名 氏 　名 所 属 名

会　長 二見　志信 大宮中学校

副会長 持原　将之 生目台東小学校

副会長 冨浦　正人 広瀬北小学校

副会長 山本 嘉南美 住吉中学校

副会長 上米良 裕紀 佐土原中学校

副会長 甲斐 実沙希 宮崎中学校

副会長 衛藤　順子 宮崎西中学校

副会長 甲斐　悠子 広瀬西小学校

副会長 加 行 　登 大宮小学校

書　記 横山　大祐 高岡小学校

書　記 岩切 隆一郎 恒久小学校

会　計 立山 江里加 清武小学校

監査委員(PTA) 長友　佳織 青島中学校

監査委員(PTA) 森山　慎作 西高附属中学校

 監査委員(校長会) 尾﨑　浩一 鏡洲小学校

顧 　問（PTA） 佐藤　英幸 宮崎中学校

顧問(中学校長会) 川越　章三 高岡中学校

顧問(小学校長会) 杉山　智子 内海小学校

事務局長 堂薗　充郎 宮崎市PTA協議会

事務局員 小山田奈津美 宮崎市PTA協議会

課　　長 坂本　哲哉 生涯学習課

課長補佐兼青少年家庭教育係長 安藤　邦恵 生涯学習課

青少年家庭教育係主査 矢野　妃美 生涯学習課

４　教育委員会担当

３　事務局

2　顧　問

１　役　員

令和７年度  役員名簿
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役 職 名 氏 　名 所 属 名

会　長 二見　志信 大宮中学校

副会長 冨浦　正人 広瀬北小学校

副会長 持原　将之 生目台小学校

副会長 上米良 裕紀 佐土原中学校

副会長 甲斐 実沙希 宮崎中学校

副会長 衛藤　順子 宮崎西中学校

副会長 甲斐　悠子 広瀬西小学校

副会長 加 行 　登 大宮小学校

副会長 横山　大祐 高岡中学校

副会長 手束　一茂 木花小学校

書　記 岩切 隆一郎 恒久小学校

書　記 押川　文晶 東大宮中学校

会　計 立山 江里加 清武小学校

監査委員(PTA) 安 藤　長 小松台小学校

監査委員(PTA) 井上 正太郎 瓜生野小学校

 監査委員(校長会) 米澤 雄志郎 佐土原小学校

顧問(小学校長会) 杉山　智子 内海小学校

顧問(中学校長会) 原田　昭彦 大塚中学校

事務局長 堂薗　充郎 宮崎市PTA協議会

事務局員 山下　愛子 宮崎市PTA協議会

課　　長 井ノ上 崇宏 生涯学習課

課長補佐兼青少年家庭教育係長 鎌田　史郎 生涯学習課

青少年家庭教育係主査 郡司　竜伍 生涯学習課

令和８年度  役員候補者　（案）

6

４　教育委員会担当

３　事務局

2　顧　問

１　役　員



 

７ 

令和 8年度 PTA活動方針（案） 

【スローガン】 

「こどもを真ん中に、声を聴き、共に歩むＰＴＡ」〜家庭・学校・地域の連携を〜 

 

【活動方針】 

こどもを取り巻く環境は、不登校や児童虐待の増加、少子化の加速など、かつてない深刻

な状況にあります。こうした中、私たちは「こども基本法」の制定を重く受け止め、常に「こ

どもの最善の利益」を第一に考えた活動を展開しなければなりません。 

 ＰＴＡは保護者と教職員が協同し、こどもを一人の人間として尊重し、その心に寄り添い、

健全な成長と幸せを願い活動する社会教育関係団体です。本協議会はその理念のもと、各単

位ＰＴＡや各校としっかりと連携を取り、時代に即応した包括的なこども施策を地域から実

践していくことが急務です。 

 私たちは、持続可能なＰＴＡの形を模索しつつ、コミュニティ・スクールとの連携を深化

させ、こどもたちが自分らしく、たくましく生き抜く力を身につけられる環境づくりに邁進

します。 

 

1  活動の基本姿勢 

○ こども基本法の理念に基づき、こどもを「守られる対象」だけでなく「権利の主体」と

して尊重する意識を共有します。 

○ こどもの指標となる大人が学び続け、ＰＴＡの趣旨や目的に向かって組織の活性化を図

り、多様性を認め合える関係性を築きます。 

○ 現代の家庭環境や教職員の働き方に配慮した、誰もが参画しやすい持続可能な組織運営

を目指します。 

 

2  具体的な実践内容 

○ 行事の企画や運営においてはアンケート等を通じて意見を集約し活動内容に反映させ

ます。 

○ ＰＴＡに関する様々な情報を積極的に収集し、協議会のホームページを随時更新し、情

報発信と情報共有に務めます。 

○ 単位ＰＴＡ間のネットワークを強化し、共通の課題（不登校支援や安全対策など）に対

し、ブロックの枠を超えた知恵の共有を図ります。 

○ 自治体や他団体との連携を深め、課題把握と協議を行い、必要に応じて関係機関に要望

を伝えます。 

 

3  課題 

○ いじめや誹謗中傷からこどもを守り、こどもの安心・安全な教育環境づくりに務めます。 

○ デジタル社会を生き抜く力を育てるため、「保護者の責任」として学校と連携し、こど

もと共に学ぶ姿勢を大切にします。 

○ 教職員の負担軽減をサポートし、先生方がこども一人ひとりと向き合える時間を確保で

きるよう、ＰＴＡとしてできる支援を模索します。 



時　間 事　　　業　　　名 会　　　場 参　加　者

7 火 19:00～ 令和７年度会計監査 市民プラザ中会議室 会長・監査・会計

9 木 19:00～ 令和７年度第10回役員会 市Ｐ協議会事務局 旧市P役員

23 木 19:00～ 新・旧役員会 市民プラザ大会議室 新・旧市P役員

9 土 15:30～ 定期総会・情報交換会 MRTmiccダイヤモンドホール
会長・校長
市教委

13 水 19:00～ 第１回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

30 土 13:30～ 県ＰＴＡ連合会 定期総会 宮崎観光ホテル 市P役員

4 木 19:00～ 第２回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

18 木 19:00～ 第１回ＰＴＡ会長会 市民プラザギャラリー 全会長

2 木 19:00～ 第１回ブロック代表者会 市民プラザ大会議室 ブロック代表者
市P役員

11 土 会員交流会 内容・会場未定

30 木 19:00～ 第３回役員会 市民プラザ中会議室 市P役員

ブロック別活動 各ブロックで実施

21 金

22 土

3 木 19:00～ 第４回役員会 市民プラザ中会議室 市Ｐ役員

24 木 19:00～ 第１回役員選考委員会 市民プラザ中会議室 選考委員

1 木 19:00～ 第５回役員会 市民活動センター会議室 市P役員

8 木 19:00～ 中間監査 市Ｐ協議会事務局 会長・監査・会計

23 金 14:00～ 九Ｐ宮崎大会　事前打合せ 宮崎観光ホテル

24 土 13:00～ 九Ｐ宮崎大会　分科会 メディキット県民文化ホール

25 日 　9:00～ 九Ｐ宮崎大会　全体会 シーガイアコンベンションセンター

12 木 19:00～ 第６回役員会 市民活動センター会議室 市P役員

19 木 19:00～ 第２回役員選考委員会 市Ｐ協議会事務局 選考委員

12 10 木 19:00～ 第７回役員会 市民活動センター会議室 市P役員

14 木 19:00～ 第３回役員選考委員会 市Ｐ協議会事務局 選考委員

21 木 19:00～ 第８回役員会 市民活動センター会議室 市P役員

2 25 木 19:00～ 第９回役員会 市民活動センター会議室 市P役員

19:00～ 第２回ＰＴＡ会長会 宮崎市民文化ホール 全会長

20:20～ 第４回役員選考委員会 宮崎市民文化ホール 選考委員

令和８年度　事業計画　（案）

期　日

7

3 4 木

1

10

11

8 終日 日Ｐ研究大会奈良大会
分科会：奈良県内８市
全体会：天理市

実行委員

※　令和８年度は、第71回日本PTA九州ブロック研究大会宮崎大会が実施されるため、
   県PTA研究大会並びに市PTA研究大会は行われない。

4

7月～１月

5

6

9

１０月以降は市民プラザの４階会議室・ギャラリーは使用不可（令和13年度まで）

10 木 19:00～
三者合同研修会
（兼ＰＴＡ会長研修会）

市民プラザギャラリー
会長・校長
市教委

 ８



収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

７年度予算額 8年度予算額 増　減 　　説　　　　　　　　　　　明

2,246,647 2,408,859 162,212 令和７年度一般会計からの繰越金

0 0 0 財政調整積立金より繰入れ

4,835,480 4,804,200 △ 31,280 170円×ＰＴＡ会員数(P会員25,550戸、T会員数2,710名）

宮崎市より 補助金1,067,000円

宮崎県Ｐより　助成金 810,000円

小・中総合保障制度還付金 505,000円　

預金利息 5,441円

9,519,000 9,600,500 81,500

７年度予算額 8年度予算額 増　減 　　説　　　　　　　　　　　明

2,600,000 1,520,000 △ 1,080,000

250,000 200,000 △ 50,000 三者合同研修会 (R8年度は会長研修会と合同開催)

580,000 0 △ 580,000 市ＰＴＡ研究大会 (R8年度は実施なし)

150,000 100,000 △ 50,000 会員交流活動費

200,000 0 △ 200,000 ※九州ブロック研究大会宮崎大会費用は別口座で管理。

370,000 370,000 0 ブロック別活動助成金 

450,000 350,000 △ 100,000 各種会議時の施設使用料　ほか 

600,000 500,000 △ 100,000 役員会・会長会等交通費 ほか

4,933,000 5,215,000 282,000 ※最低賃金引上げ予定対応

3,928,000 4,050,000 122,000 給料、賞与 

265,000 275,000 10,000 通勤手当、残業調整手当

0 150,000 150,000 退職手当引当金積立 (別紙退職金引当金予算書参照)

740,000 740,000 0 事業所負担分(健保・年金・雇用)、健康診断費用

1,210,000 1,170,000 △ 40,000

100,000 400,000 300,000 事務局PC入替費用(2台分)

280,000 150,000 △ 130,000 事務用品　ほか

120,000 120,000 0 コピー機リース料

180,000 100,000 △ 80,000 コピーカウンター料  (※R8年度から各種資料をデータで配布)

450,000 350,000 △ 100,000 電話料、インタ－ネット料、ＨＰ更新料、振込手数料ほか

80,000 50,000 △ 30,000 事務手数料、両替手数料　ほか

650,000 100,000 △ 550,000 日Ｐ大会参加費用補助

100,000 90,000 △ 10,000 市Ｐ表彰、退任役員記念品 ほか

6,000 5,500 △ 500

20,000 1,500,000 1,480,000 財政調整積立金へ(九Ｐ宮崎大会予算として）

9,519,000 9,600,500 81,500

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

令和８年度 　  一般会計収支予算書 (案)

項　　　　　　目

繰 越 金

繰 入 金

会 費

補 助 金 1,897,000 1,877,000 △ 20,000

雑 収 入 539,873 510,441 △ 29,432

合 計

諸 手 当

項　　　　　　目

事 業 費

研 修 委 員 会 費

市 Ｐ 大 会 運 営 費

会員交流委員会費

九 Ｐ 大 会 運 営 費

活 動 助 成 金

会 議 費

旅 費

人 件 費

給 与

予 備 費

退職給与引当金

法 定 福 利 費

事 務 費

備 品 費

消 耗 品 費

リ ー ス 料

印 刷 費

通 信 費

雑 費

派 遣 費

渉 外 費

積 立 金

合 計

9



収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

７年度予算額 8年度予算額 増　減   説                           明

2,982,782 3,007,821 25,039 令和７年度財政調整積立金からの繰越金

20,000 1,500,000 1,480,000 一般会計より繰入れ(九Ｐ宮崎大会予算として）

1,300 5,000 3,700 預金利息

3,004,082 4,512,821 1,508,739

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

７年度予算額 8年度予算額 増　減    説                           明

0 1,500,000 1,500,000 九Ｐ宮崎大会予算口座へ

0 1,500,000 1,500,000

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

７年度予算額 8年度予算額 増　減   説                           明

0 0 0

0 150,000 150,000 一般会計より繰入れ

0 150,000 150,000

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

７年度予算額 8年度予算額 増　減    説                           明

0 0 0

0 0 0

0 0 0

　　　　　　　　　　　（単位：円）

8年度予算額 

0

2,300,000

　　　　　　　　　　　（単位：円）

8年度予算額 

100,000

300,000

400,000

50,000

450,000

1,000,000

2,300,000

令和８年度　　九Ｐ宮崎大会収支予算書（案）

通 信 費

需 用 費

予 備 費

合 計

司会者、パネリスト謝礼金

準備委員会交通費　ほか

会議室使用料(駐車場借用料)、手話通訳、交通警備費用　ほか

電話料　ほか

会場設営備品(看板、花、リボン代等)、消耗品　ほか

参加費補助(1,000円×500名)　ほか

項　　　　　　目    説                           明

報 償 費

旅 費

会 議 費

雑 収 入

合 計

支出の部

収入の部

項　　　　　　目    説                           明

九 Ｐ 大 会 運 営 費 2,300,000
宮崎県Ｐから補助金　　　　　　　　　800,000円
財政調整積立金から繰入　　　　 1,500,000円

繰 出 金

合 計

令和８年度　　財政調整積立金予算書（案）

項　　　　　　目

繰 越 金

10

準 備 金

合 計

項　　　　　　目

繰 越 金

繰 入 金

合 計

項　　　　　　目

退 職 引 当 金

令和８年度　　事務局員退職金引当金予算書（案）

繰 入 金

雑 収 入

合 計

項　　　　　　目
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宮崎市ＰＴＡ協議会規約 
 

第１章 総則 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は、宮崎市ＰＴＡ協議会（以下「協議会」という）と称し、事務

局を市民プラザ内に置く。 

（目 的） 

第２条 協議会は、宮崎市内の小・中学校におけるＰＴＡ活動をとおして、社

会教育及び家庭教育の充実に努めるとともに、家庭、学校及び地域社会

が連携を深め、児童及び生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。  

（性 格） 

第３条 協議会は、教育を本旨とする民主団体であり、次の性格を有する。 

(1) 自主独立のもので、ほかのどのような団体の支配、統制及び干渉を受

けず、会員の総意による運営を行う。 

(2) 営利、宗教、政党、その他本会の事業目的以外の活動を目的とする団

体及び事業には関係を持ってはならない。 

(3) 児童及び生徒の福祉のために活動する関係団体等と協力する。 

（構成と会員） 

第４条 協議会は、宮崎市内の小・中学校ＰＴＡ（以下「単位ＰＴＡ」とい

う）をもって構成し、単位ＰＴＡ一団体が一会員となる。 

（活 動） 

第５条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 保護者、教職員及び一般社会との協力を進めて、児童及び生徒の心身

の健やかな成長を図る。 

(2) 家庭教育の水準を高め、民主社会の市民の権利と義務に関する理解を

促し、豊かな人間形成を目指して、保護者のための生涯学習の活動を支

援する。 

(3) 学校の教育的環境整備のために地域社会の中で協力する。 

(4) 将来の展望に立ち、適正な教育の推進に努める。 

(5) 地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するよう努める。 

(6) その他、協議会の目的を達成するのに必要な事項を行う。 

 

 

第２章 役員及び監査委員 

（役員等） 

第６条 協議会の役員は、次の役職及び人数とする。 

(1) 会長   １名 

(2) 副会長   ５名以上 

(3) 書記     ２名 

(4) 会計     １名 

(5) 監査委員 ３名 

２ 顧問は、２～３名とする。 
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（任 務） 

第７条 役員は、次の任務を担う。 

(1) 会長は、会務をつかさどり、本会を代表する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。 

(3) 書記は、総会、役員会及び各種会議に出席し、議事を記録する。 

(4) 会計は、本会の会計事務にあたり、監査委員の監査を経て決算を報告

する。 

(5) 監査委員は、会計及び本会の運営を監査し、必要に応じ役員会に出席

し、発言することができる。  

２ 顧問は、会務に対し助言を行う。 

（選出と就任） 

第８条 役員は、役員選考委員会が指名し、総会の議決を経て選出する。 

２ 役員の就任は、総会の議決と同時になされ、欠員が生じたときは、次の

方法により選出する。 

(1) 会長が欠員となった場合は、副会長より互選し会長会で承認する。 

(2) その他の役員が欠員となった場合は、役員会で選考し会長会で承認す

る。  

３ 校長代表の監査委員は会長より依頼する。校長代表の顧問の選出は、宮

崎市小中学校校長会に一任する。 

４ 必要に応じ、会長が顧問を１名推薦することができる。 

５ 役員の兼任は認めない。 

（資 格） 

第９条 会長、副会長、書記、会計、監査委員は単位ＰＴＡ会員であることと

する。 

２ 会長は、単位ＰＴＡ会長を経験した者であることとする。 

３ 監査委員は、単位ＰＴＡ会長を経験した会員と校長代表であることとす

る。 

４ 会長推薦の顧問は、ＰＴＡ協議会役員を経験した者であることとする。 

（任 期） 

第 10 条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第 11 条 会議の種類は、次のとおりとする。 

(1) 総会 

(2) 会長会 

(3) ブロック代表者会 

(4) 役員会 

(5) 専門委員会 

(6) 役員選考委員会 

(7) 必要に応じて、そのほかの委員会をおくことができる。 
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（総会の構成と任務等）  

第 12 条 総会は、協議会の最高議決機関で、本会の役員、単位ＰＴＡ会長、

学校長で構成し、年１回定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認

めたときは、臨時に開催することができる。 

２ 総会の議長は、その都度総会で選出する。 

３ 総会の定足数は、委任状を含め総会を構成する会員の３分の２以上の出

席を必要とする。決議は､委任状を含め出席会員の３分の２以上で決定す

る。 

４ 総会の議事録は、議事録署名人を２名選任し、署名するものとする。 

５ 総会の任務は、次のとおりとする。 

(1) 役員等の承認に関すること 

(2) 予算及び決算の承認に関すること 

(3) 活動方針及び事業計画並びに事業実績の承認に関すること 

(4) 協議会会費の承認に関すること 

(5) 規約改正の承認に関すること 

(6) その他、承認を必要とする事項に関すること 

６ 総会が諸事情により開催できない場合は、書面議決により実施すること

ができる。 

（会長会の構成と任務等） 

第 13 条 会長会は、協議会の役員及び単位ＰＴＡ会長で構成し、会長が招集

する。 

２ 会長会の議長は、協議会の役員が行う。 

３ 各単位ＰＴＡの情報交換並びに、その他会長会で必要とする事項に関す

ることを協議する。 

（ブロック代表者会の構成と任務） 

第 14 条 ブロック代表者会は、協議会の役員及び各ブロック代表者で構成

し、会長が招集する。 

２ ブロック代表者会、構成、任務等必要事項は、ブロック代表者会運営細

則で定める。 

（役員会の構成と任務） 

第 15 条 役員会は、協議会の役員で構成し、会長が招集する。 

２ 役員会の任務は、次のとおりとする。 

(1) 総会議決事項の推進に関すること 

(2) 総会に提出する議案の作成に関すること 

(3) 専門委員会委員長を兼任すること 

(4) 宮崎市ＰＴＡ協議会表彰規程に基づき推薦があった個人又は団体につ

いて、その適否の審査に関すること 

(5) 協議会の運営及び活動が円滑に推進されるための連絡調整に関するこ 

  と 

(6) 関係機関との連絡調整に関すること 

(7) 事務局職員の任免の承認に関すること 

(8) その他、協議会の運営に必要な事項に関すること 
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（専門委員会の構成と任務） 

第 16 条 協議会は、目的達成のため、専門委員会を置く。 

２ 専門委員会は、委員長及びブロック代表者を除く各単位ＰＴＡの代表１

名で構成する。 

３ 専門委員会の任務は次のとおりとする。 

(1) 研修委員会 

① 研修、研究大会等の運営に関すること 

(2) 会員交流委員会 

① 会員の交流と親睦に関すること 

（役員選考委員会の構成と任務） 

第 17 条 役員選考委員会は、ブロック代表者１０名で構成する。 

２ 役員選考委員長１名及び副委員長１名を第１項の構成員で互選する。 

３ 役員選考委員会の任務は、会長、副会長、会計、書記及び監査委員の選

考を公正にかつ適正に行い、選考結果について総会に諮る。 

４ 役員選考委員会の会議は、役員選考委員長が招集する。ただし、第１回

目の会議は、会長が招集する。 

５ 役員選考委員会の任期は、選考委員会発足から、総会での新役員承認ま

でとする。 

 

第４章 事務局 

（構 成） 

第 18 条 協議会に事務局を置き、次の職員（以下「事務局職員」という。）を

配置する。 

(1) 事務局長  １ 名 

(2) 事務職員  若干名 

（任 免） 

第 19 条 事務局職員の任免は、役員会の承認を得て会長が行う。 

（職 務） 

第 20 条 事務局職員は、会長の指示に従い次の職務を行う。 

(1) 役員、会員間、各種団体及び行政機関等との連絡調整に関すること 

(2) 各種会議に必要とする資料の作成に関すること 

(3) 庶務、会計事務に関すること 

(4) 記録その他の書類の保管に関すること 

(5) 協議会の財産の保全及び管理に関すること 

 

第５章 会計 

（会 計） 

第 21 条 協議会の経費は、会費、補助金等をもって充てる。 

２ 協議会の会費は、単位ＰＴＡ毎に年度当初のＰＴＡ会員数に応じて年間

額を算定し、６月末までに徴収する。  

３ 協議会の経費は、総会で決定された予算により執行し、決算は会計監査

を受けて総会に諮り承認を得る。 

４ 協議会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
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第６章 規約改正 

（規約改正） 

第 22 条 協議会の規約は、役員会の審議を経て総会に諮り承認を得る。  

 

 

附 則 

・ この規約は、昭和６３年５月１４日から施行する。  

・ この規約は、平成元年５月１３日から施行する。 

・ この規約は、平成２年５月１２日から施行する。   

・ この規約は、平成７年５月２０日から施行する。 

・ この規約は、平成１０年５月２３日から施行する。  

・ この規約は、平成１１年５月１５日から施行する。 

・ この規約は、平成１２年５月２１日から施行する。  

・ この規約は、平成１３年５月２０日から施行する。 

・ この規約は、平成１５年５月１７日から施行する。  

・ この規約は、平成１６年５月１６日から施行する。 

・ この規約は、平成１８年５月２０日から施行する。  

・ この規約は、平成２０年５月１７日から施行する。 

・ この規約は、平成２１年５月１６日から施行する。  

・ この規約は、平成２３年５月２１日から施行する。 

・ この規約は、平成２４年５月１９日から施行する。  

・ この規約は、平成２５年５月１８日から施行する。 

・ この規約は、平成２７年５月２３日から施行する。  

・ この規約は、令和２年５月２８日から施行する。 

・ この規約は、令和３年５月８日から施行する。    

・ この規約は、令和４年５月１４日から施行する。 

・ この規約は、令和６年５月１１日から施行する。   

・ この規約は、令和７年５月１０日から施行する。 
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感謝状及び慶弔規程 
（目 的） 

第１条 この規程は、感謝状の贈呈及び慶弔に対して、その取扱いについて定

めるものである。 

（感謝状） 

第２条 協議会役員（監査委員を除く。）が退任する場合は、感謝状と記念品

を贈呈する。 

２ その他の場合は、役員会で審議し会長が決定する。   

（慶 弔） 

第３条 協議会に属する小・中学校ＰＴＡ会長及び学校長並びに協議会役職員

の慶弔については 

次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 弔事 

弔事を示し弔電を打電するとともに、次の弔慰金を供えるものとす

る。 

① 本人の死亡  ２０,０００円 

(2) その他 

役員会で審議し会長が別に定める。 

（その他必要事項） 

第４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議

し会長が別に定める。 

 

 

附 則 

・ この規程は、平成１１年６月１５日から施行し、平成１１年度宮崎市ＰＴＡ協議

会会計から適用する。 

・ この規程は、令和７年５月１０日から施行し、令和７年度宮崎市ＰＴＡ協議会会

計から適用する。 
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財政調整積立金規程 
（目 的） 

第１条 この規程は、宮崎市ＰＴＡ協議会特別会計を宮崎市ＰＴＡ協議会財政

調整積立金（以下「財政調整積立金」という。）に改め、宮崎市ＰＴＡ

協議会会計（以下「一般会計」という。）への繰入れ・繰出し及び、そ

の取り扱いについて定めるものである。 

（繰出し対象） 

第２条 財政調整積立金から一般会計への繰出しは、原則として次の場合に限

ることとする。  

(1) 当初一般会計で支出を予定していた支出額が、特別な理由で大幅に増

加する場合。 

(2) 年度計画には見込まれていなかったことで、災害等の緊急に対応を迫

られる事象が発生した場合。 

(3) 研究大会等の開催指定に伴う、支出への対応。 

（繰出し方法） 

第３条 財政調整積立金から繰出される金額は、必要とされる額もしくは必要

と見込まれる額とし、その金額を一般会計に繰り出すものとする。 

（繰入れ） 

第４条 当該年度の決算状況により、目的に応じて繰入れができることとす

る。繰入れ金額は役員会で協議し、ＰＴＡ会長会で報告し、総会に諮る

こととする。 

（その他必要事項） 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議

し会長が別に定める。 

 

 

附 則 

・ この規程は、平成２２年６月１０日から施行し、平成２２年度宮崎市ＰＴＡ協議

会会計から適用する。 

・ この規程は、平成２７年５月２３日から施行し、平成２７年度宮崎市ＰＴＡ協議

会会計から適用する。 

・ この規程は、令和２年５月２８日から施行し、令和２年度宮崎市ＰＴＡ協議会会

計から適用する。 
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ブロック代表者会運営細則 
 

第１条 この細則は、宮崎市ＰＴＡ協議会規則第１４条の規定に基づき、ブロ

ック代表者会（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第２条 ブロック代表者会の議長は協議会の役員が行う。 

第３条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議開催の場所及び日時は、付議すべき内容とともに、あらかじめ各ブ

ロック代表者に通知する。 

３ ブロック代表者は、会議に出席できない場合は、同一ブロック内の単位

ＰＴＡ会長を代理として出席させることができる。 

第４条 ブロック代表者会は、役員会の要請する議事を審議する。 

第５条 会議は、ブロック代表者の３分の２以上が出席しなければ開会するこ

とができない。 

第６条 ブロック代表者は、会議の経過及び結果を同一ブロック内の単位ＰＴ

Ａ会長に報告する。 

第７条 市ＰＴＡ協議会役員はブロック代表者を兼務できるが、役員選考委員

にはなれない。 

第８条 この細則に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は、ブロッ

ク代表者会において 

定める。 

 

 

附 則 

・ この細則は、平成１０年６月１２日から施行する。  

・ この細則は、平成１１年２月２日から施行する。 

・ この細則は、平成１５年５月１７日に廃止する。   

・ この細則は、平成２１年５月１６日から施行する。 

・ この細則は、平成２７年５月２３日から施行する。  

・ この細則は、令和６年５月１１日から施行する。 
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役員選考委員会細則 
第１条 この細則において、宮崎市ＰＴＡ協議会規約第１７条の規程に基づき、

役員選考委員会（以下「本会」という。）の任務、協議等の事項を定める

ものとする。 

第２条 役員選考委員は、各ブロックから１名選出する。ただし、現役員は選

考委員を兼務することはできない。 

第３条 第１回の本会は会長が招集し、会長が役員選考委員として委嘱する。

同時に、選考の方法を伝える。 

第４条 本会の正・副委員長各１名は、第１回の会で役員選考委員の互選によ

り選出し、第２回の会より役員選考委員長が招集する。 

第５条 第３条で委嘱された１０名で本会を運営する。ただし、情報提供とし

て事務局がオブザーバーとなる。 

第６条 役員選考にあたっては、ブロック推薦と役員推薦を受けたものの中か

ら役員候補者を推薦することができる。 

第７条 役員選考委員が推薦した役員候補者を本会にて審議し、新役員候補者

を選出する。ただし、できるだけ同じブロックから役員候補者が重複し

ないようにする。 

第８条 役職の決定は、現役員の意見を参考にし、決定する。 

第９条 役員選考委員の任期は、本会発足から、総会での新役員承認までとす

る。 

第 10条 この役員選考委員会細則の改廃は役員会で協議し、施行されるものと

する。 

 

 

附 則 

・ この細則は、平成２１年１２月１日から施行する。  

・ この細則は、平成２３年５月２１日から施行する。 

・ この細則は、平成２４年１２月６日から施行する。  

・ この細則は、平成２５年５月１８日から施行する。 

・ この細則は、平成２８年５月１４日から施行する。  

・ この細則は、令和３年４月８日から施行する。  

・ この細則は、令和６年５月１１日から施行する。   

・ この細則は、令和７年５月１０日から施行する。 

・ この細則は、令和８年５月９日から施行する。 
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個人情報取扱規程 
（目 的） 

第１条 宮崎市ＰＴＡ協議会（以下、「協議会」という）が保有する個人情報の

適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護す

ることを目的に、協議会の役員名簿・行事などの記録や写真及びその他の

個人情報データベース（以下、「個人情報データベース」という）の取扱

いについて定めるものとする。 

 （責 務） 

第２条 協議会は、個人情報保護に関する法律を遵守するとともに、協議会の活

動において個人情報の保護に努めるものとする。 

 （管理者） 

第３条 協議会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 

 （取扱者） 

第４条 協議会の個人情報データベース取扱者は、役員・事務局職員とする。 

 （秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができ

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

 （収集方法） 

第６条 協議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用

目的を決め、本人に明示する。 

 （周 知） 

第７条 個人情報取扱いの方法は、協議会ホームページ等で会員に周知する。 

 （利 用） 

第８条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

(1) 文書の作成、送付 

(2) 役員・監査委員・会員等の名簿の作成 

(3) 役員選出、並びに関係各所への推薦活動 

(4) 協議会ホームページ等への掲載 

 （利用目的による制限） 

第９条 協議会は、あらかじめ本人の同意を得ないまま、前条の規定により特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては

ならない。 

 （管 理） 

第 10 条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。

また、不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速や

かに廃棄するものとする。 

 （保管及び持ち出し等） 

第 11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、

ウイルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。ま

た、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワー

ドをかけるなど適切に行うこととする。 
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 （第三者提供の制限） 

第 12 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないま

ま第三者に提供してはならない。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

(3) 公衆衛生の向上または児童及び生徒の健全育成の推進に必要がある場合 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める

事務を遂行することに対して協力する必要がある場合 

 （情報の開示） 

第 13 条 協議会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求めら

れたときは、法令に沿ってこれに応じる。 

 （漏えい時等の対応） 

第 14 条 個人情報を漏えいしたおそれがあることを把握した場合は、直ちに管

理者に報告し、適切な対応に努める。 

 （研 修） 

第 15 条 協議会は、役員、監査委員、会員に対して、定期的に個人データの取

扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。 

 （苦情の処理） 

第 16 条 協議会は、個人情報取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め

なければならない。 

 （改 正） 

第 17条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審

議し、施行されるものとする。 

   

 

附 則     

・ この規程は、令和２年５月２８日より施行する。 

・ この細則は、令和８年５月９日から施行する。 

 



ブロック

　　12校

　　14校

　　12校 　　12校

10校

５・６
ブロック

７・８
ブロック

９・１０
ブロック

１・２
ブロック

３・４
ブロック

10

※　年度毎に左へ
　　ローテーション

三者合同（会長）
研修委員会

委員長（市Ｐ役員）

会員交流委員会 

委員長（市Ｐ役員）

令和８年度　　組織図

専門委員会

役員会
会 長 １
副 会 長 9
書 記 ２
会 計 １
顧 問 Ｔ ２

事務局
局長１
局員１

ＰＴＡ会長会
単P会長、市Ｐ役員

総　　会

監査Ｐ２，Ｔ１

赤江中・赤江東中
本郷中

9

ブロック代表者会

役員選考委員会

　　13校

清武中・加納中
田野中

木花中
青島中

ブロック代表校

1

2

3

4

6

7

8

5

市ＰＴＡ協議会会長

代表会長校中学校区

佐土原中
広瀬中・久峰中

住吉中
東大宮中

宮崎北中
大宮中

高岡中
生目中・生目南中

宮崎東中
宮大附属中
宮崎西中

檍　中
宮崎中

大塚中・西高附属
生目台中・大淀中
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ブロック 代表会長 選考委員

佐土原中 佐土原小・那珂小

広瀬中・久峰中 広瀬小・広瀬北小・広瀬西小

住吉中 住吉小・住吉南小

東大宮中 宮崎東小・東大宮小

宮崎北中 瓜生野小・倉岡小

大宮中 大宮小・池内小

高岡中 高岡小・穆佐小

生目中・生目南中 生目小・宮崎西小・小松台小

宮崎東中・宮大附属中 江平小・宮大附属小

宮崎西中 小戸小・西池小

檍　中 檍　小・檍北小・宮崎港小

宮崎中 宮崎小・潮見小

大塚中・西高附属中 大塚小・江南小

生目台中 生目台小

大淀中 大淀小

赤江中・赤江東中 恒久小・赤江小・宮崎南小

本郷中 国富小・本郷小

清武中・加納中 清武小・大久保小・加納小

田野中 田野小・七野小

木花中 木花小・鏡洲小・学園木花台小

青島中 青島小・内海小

5

令和８年度　宮崎市ＰＴＡブロック・代表会長・選考委員

ブロック別単位ＰＴＡ

2

3

4

1

7

6

8

9

10
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第７１回日本ＰＴＡ九州ブロック研究大会宮崎大会 

新しいつながりの一歩を 宮崎
ひ な た

の地から 

～子供の未来を明るく照らＳＵＮと！～ 

令和８年１０月２４日（土） 分科会 

令和８年１０月２５日（日） 全体会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

〇 宮崎市ＰＴＡ協議会事務局 

〒880-0001  

宮崎市橘通西 1丁目1番 2号 宮崎市民プラザ３Ｆ 

           TEL：２９－９３００ FAX：２９－９３９０ 

   

〇 メールアドレス 

           E-mail：si-pta-k@miyazaki-catv.ne.jp 

 

       〇 ホームページ              

                http://www.pta-miyazaki-city.online  

＜ロゴマークに込めた作者(住吉中３年遠竹さん)の思い＞ 

光の三原色をイメージしてロゴマークを描きました。赤・青・

緑の光が重なることで白い光ができるように、児童や生徒、保護

者、先生が互いに支え合うことで太陽のように明るい未来ができ

るということを表現しました。 

mailto:si-pta-k@miyazaki-catv.ne.jp

